静岡市医療法施行細則の一部改正について（案）の概要




１　規則等の案の題名
　　静岡市医療法施行細則の一部改正について（案）

２　規則等を定める根拠となる法令の条項
1 医療法（昭和23年法律第205号）第15条第３項
2 医療法施行規則（昭和23年厚令第50号）第24条、第27条の３、第29条、第30条の24

３　改正の趣旨
本規則は、医療法及び医療法施行規則の規定により、事業者が市に届出を出す場合の様式等について規定している。
医療法施行規則の一部改正（令和７年３月25日公布、同日施行）により、密封されていない放射性同位元素を装備した医療機器（以下「診療用放射性同位元素使用器具」という。）を備えている場合は届出対象とされたことから、本規則において、診療用放射性同位元素使用器具に係る届出に必要な様式を整備する必要があるため、所要の改正を行う。

４　規則等の案の内容
静岡市医療法施行規則第２条第18号キからサまでに定める様式（様式第23号～様式第27号）について「診療用放射性同位元素使用器具」も届出対象とする内容の改正を行う。（様式第23号～様式第27号関係）詳細は別紙による

５　規則等を施行する時期
　　公布の日
